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雇用保険法 ▪ 第2章　失業等給付等

　

●失業等給付等の全体像（令和４年10月１日施行）

就業促進定着手当

特例一時金

高年齢雇用継続給付

育児休業給付

失業等給付

失業等給付等

求職活動支援費

就業促進手当

高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金

育児休業給付金
出生時育児休業給付金

介護休業給付金

就業手当
再就職手当

常用就職支度手当
広域求職活動費
短期訓練受講費

求職活動関係役務利用費

日雇労働求職者給付金

移転費

基本手当
傷病手当
技能習得手当
寄宿手当

高年齢求職者給付金

受講手当
通所手当
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介護休業給付

受給資格者
（一般被保険者であった
者）に対する求職者給付

日雇受給資格者
（日雇労働被保険者であっ
た者）に対する求職者給付

特例受給資格者
（短期雇用特例被保険者であっ
た者）に対する求職者給付

高年齢受給資格者
（高年齢被保険者であった
者）に対する求職者給付

※
※

※

※

※

※

教育訓練支援給付金
教育訓練給付金 ※

（令和7.3.31まで
の時限措置）

※高年齢被保険者（高年齢受給資格者）も支給対象となる〈H29〉

第1節　 失業等給付等の種類
過去問テキスト▶18頁

	 第１項	 失業等給付等の種類
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１■ 失業等給付の種類（法10条１項）

失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付
とする。〈H14・22〉

●失業等給付の大分類

求職者給付
就職促進給付
教育訓練給付
雇用継続給付

雇用保険を得意に
するには、体系図を
しっかり頭の中に
入れることだよ！

２■ 求職者給付

〔１〕求職者給付の種類（法10条２項、３項）

①　一般被保険者（受給資格者）に係る求職者給付は、次のとおりとする。〈H20・21〉
　ⅰ　基本手当
　ⅱ　技能習得手当（受講手当・通所手当）
　ⅲ　寄宿手当
　ⅳ　傷病手当
②　高年齢被保険者（高年齢受給資格者）に係る求職者給付は高年齢求職者給
付金とし、短期雇用特例被保険者（特例受給資格者）に係る求職者給付は特
例一時金とし、日雇労働被保険者（日雇受給資格者）に係る求職者給付は日
雇労働求職者給付金（普通給付・特例給付）とする。

　ⅰ　高年齢被保険者　→　高年齢受給資格者　→　高年齢求職者給付金
　ⅱ　短期雇用特例被保険者　→　特例受給資格者　→　特例一時金
　ⅲ 　日雇労働被保険者　→　日雇受給資格者　→　日雇労働求職者給付金（普

通給付・特例給付）〈H20選〉


